
令和６年２月８日 

 

鹿児島県文化センター（宝山ホール）施設等利用料金の改定について 

   

前回の改定以降の物価上昇等を勘案し，令和 6年 4月 1日から，鹿児島県文化センター（宝山

ホール）施設基本利用料金及び附属施設・設備等利用料金の改定を行うこととなりました。 

令和 6年 4月 1日以降の施設のご利用については，原則として，改定後の利用料金を適用します。 

詳細については下表のとおりとなります。 

利用者の皆様には，何とぞご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

１ 利用料金改定日：令和６年４月１日 

２ 事務処理 

 

※令和 6年 4月 1日（月）は休館日となります。 

※施設基本利用料金は，「許可日」が基準となるため，事務処理の都合上，利用許可，変更許可の 

申し出（申請書提出）につきましては，3月 29日（金）までにお願いします。 

 

内   容 適 用 す る 利 用 料 金 表 判断基準及び留意事項 

利
用
許
可
に
関
す
る
こ
と 

4/1以降の利用について，

3/31 までに利用許可を受

けた場合の施設基本利用

料金 

旧利用料金表 

・施設基本利用料金は利用許可日をもって判断し

ます。 

4/1以降，施設基本利用料に影響がある変更 

の申し出があった場合には，新利用料金表の 

適用となります。 

 

・4/1 以降の申請書提出については，新利用料金

表が適用されます。 

4/1 以降に利用許可を受

けた場合の施設基本利用

料金 

新利用料金表 

利
用
許
可
変
更
に
関
す
る
こ
と 

4/1以降の利用で，施設基

本利用料金に影響がある

変更について，3/31 まで

に変更許可を受けた場合

の施設基本利用料金 

旧利用料金表 

 

・変更後の施設基本利用料金は，変更許可日をも

って判断します。 

 

4/1以降の利用で，3/31までに変更許可した 

ものであっても，4/1以降，再度変更の申し 

出があった場合には，新利用料金表の適用と 

なります。 

4/1以降の利用で，施設基

本利用料金に影響がある

変更ついて，4/1以降に変

更許可を受けた場合の施

設基本利用料金 

新利用料金表 

附属施設・設備等利用料金 新利用料金表 

・4/1 以降の利用については，新利用料金表の適

用となります。 

・3/31までに設備等利用料が確定し，前納を希望

する場合は，旧利用料金表の適用となります。 


